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財政部は5月29日に、所得税法第25条（みなし課税）

規定の適用審査原則(以下、審査原則)を改正・公布し

ました。行政手続法の人民公法上の請求権期限が5年

から10年間へ変更されたのに合わせ、外国事業者が

台湾国内で特定事業に従事して取得した収入に関す

る所得税法第25条の適用申請期限が、これまでの5年

間から10年に延長されました。この法改正により、外

国事業者の台湾で得た業務収入に対するみなし課税

の適用範囲の拡大が見込まれます。

現行の所得税法第25条の規定により、外国事業者が

台湾国内で国際運送、建設工事の請負、技術サービ

スの提供、又は機器設備のリース等の事業を行う場

合、財政部に台湾国内での営業収益の10% (国際運

送)又は15% (その他の収益)を台湾国内の営利事業所

得額とみなすことを申請し、営利事業所得税を計算納

付することが出来ます。外国事業者が台湾の事業者

に技術サービスを提供する場合を例とすると、台湾の

事業者がサービス料を支払う際に、一般的な状況では

20%の税率で源泉徴収する必要があります。技術サー

ビスの提供には原価が発生することを考慮し、外国事

業者がサービス提供により収入を得て、所得税法第25

条規定の適用を申請し、許可を得た場合、台湾の事業

者は源泉徴収を行う際に15%を利益率とみなして所得

額を計算する(即ち85%を原価とみなす) ことができるた

め、実際の源泉徴収率が3%（15％×税率20％）となり、

税負担を有効に下げることができます。

今回の法改正の主要な要点は以下のとおりです。

一. 案件申請の期限を5年から10年に延長する。

行政手続法第131条第1項の公法上の請求権時効の

改正に合わせ、期限が5年から10年に延長された。

二. 許可の適用期間の規定を追加し、適用許可され

た案件について、その適用期間を最長5年とする。

外国営利事業者は2023年5月29日以降に適用許可を

受けた案件について、適用期間は最長5年とする (但し、

契約期間がそれより短い場合は、契約期間を基準とす

る) 。許可の適用期間が経過した場合は、再度申請す

ることができる。

国税局より次の留意事項が示されています。

従前に申請したものの5年の請求権超過により税務当

局が受理しなかった案件を含め、収益取得日から5年

を超過しているものの10年未満となる改正規定を満た

す案件について、外国事業者は改正後の規定の期限

を適用し、所得税法第25条第1項の規定に基づく所得

額の計算の適用を申請することができます。

台湾国内で特定事業に従事して収入を得た外国事業

者は、改正規定に基づき所得税法第25条規定による

課税適用を申請し、合法的に租税負担の軽減をかな

えることができると考えられます。

所得税法第25条（みなし課税）審査原則の改正

国際間取引における源泉徴収優遇申請期限の延長
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